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国
民
年
金

国
民
年
金
保
険
料
は
、
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の

対
象
で
す
。
年
末
調
整
や
確
定
申
告
で
、
国
民
年
金
保

険
料
を
申
告
す
る
た
め
に
控
除
証
明
書
を
お
使
い
く
だ

さ
い
。

平
成
31
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
元
年
９
月
30
日
ま
で

の
間
に
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た
方
へ
、
令
和

元
年
10
月
31
日
に
控
除
証
明
書
を
発
送
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
令
和
元
年
10
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の

間
に
、
令
和
元
年
中
に
初
め
て
国
民
年
金
保
険
料
を
納

付
さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、
令
和
２
年
２
月
６
日
に
控

除
証
明
書
を
発
送
す
る
予
定
で
す
。

国
民
年
金
は
、
20
歳
以
上
の
国
民
み
ん
な
が
加
入
す
る

大
切
な
制
度
で
す
。
一
人
で
も
多
く
の
方
に
国
民
年
金
に

つ
い
て
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
年
４
回
に
分
け
て
、

し
く
み
な
ど
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

令
和
元
年
の
社
会
保
険
料（
国
民

年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
が

発
行
さ
れ
て
い
ま
す

国
民
年
金
保
険
料
を

納
付
い
た
だ
い
て
い
な
い
期
間
が

あ
る
方
に
お
知
ら
せ
が
送
ら
れ
ま
す

控
除
証
明
書
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
の
で

す
が
、
再
発
行
で
き
ま
す
か
？

再
発
行
は
可
能
で
す
。
紛
失
な
ど
に

よ
り
再
発
行
が
必
要
な
場
合
は
、「
ね

ん
き
ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
」ま
た
は「
苫

小
牧
年
金
事
務
所
」
へ
お
問
い
合
せ
く

だ
さ
い
。

再
発
行
の
手
続
き
の
際
に
は
、
年
金

手
帳
な
ど
基
礎
年
金
番
号
が
分
か
る
も

の
を
お
手
元
に
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

控
除
証
明
書
が
届
き
ま
せ
ん

平
成
31
年
・
令
和
元
年
中
（
１
月
１

日
か
ら
９
月
30
日
ま
で
）
に
国
民
年
金

保
険
料
を
納
め
て
い
る
の
に
控
除
証
明

書
が
届
い
て
い
な
い
方
は
、「
ね
ん
き

ん
加
入
者
ダ
イ
ヤ
ル
」
ま
た
は
「
苫
小

牧
年
金
事
務
所
」
へ
お
問
い
合
せ
く
だ

さ
い
。

な
お
、
令
和
元
年
10
月
１
日
か
ら
12

月
31
日
ま
で
の
間
に
、
令
和
元
年
中
の

国
民
年
金
保
険
料
を
初
め
て
納
め
ら
れ

た
方
に
つ
い
て
は
、
令
和
２
年
２
月
６

日
に
控
除
証
明
書
を
送
る
予
定
で
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

家
族（
大
学
生
の
子
ど
も
な
ど
）の
国
民
保

険
料
を
私（
親
）が
納
め
て
い
ま
す
。

ご
自
身
の
社
会
保
険
料
と
合
わ
せ
て

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
配
偶
者
や
ご
家

族
の
負
担
す
べ
き
国
民
年
金
保
険
料
を

納
め
た
と
き
は
、
納
め
た
方
が
そ
の
保

険
料
を
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

令
和
元
年
に
13
カ
月
以
上
の
国
民
年
金
保

険
料
を
前
納
し
た
場
合
の
保
険
料
控
除
は

ど
の
よ
う
に
申
告
す
る
の
？

13
カ
月
以
上
の
前
納
に
よ
り
納
め
た

国
民
年
金
保
険
料
を
所
得
よ
り
控
除
す

る
場
合
は
、
以
下
の
方
法
の
い
ず
れ
か

１
つ
を
選
択
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

①
全
額
納
め
た
年
に
控
除
す
る

控
除
証
明
書
の
下
部
に
あ
る
３
年
分

（
３
枚
）の
証
明
書
は
、
切
り
離
さ
ず
添

付
し
て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
申
告
額

は
、
納
付
済
額
と
な
り
ま
す
。

②
各
年
分
の
保
険
料
に
相
当
す
る
額
を

複
数
年
に
控
除
す
る
（
複
数
年
に
分
け

て
申
告
す
る
）

控
除
証
明
書
の
下
部
に
あ
る
３
年
分

（
３
枚
）の
証
明
書
の
う
ち
、
令
和
元
年

分
の
１
枚
を
切
り
離
し
て
申
告
に
使
用

し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
残
り
の
２
枚
の
証
明
書
は
、

令
和
２
年
、
令
和
３
年
の
申
告
時
に
使

用
し
ま
す
の
で
大
切
に
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。

分
割
し
て
申
告
を
希
望
の
場
合
、
３

年
分
を
３
回
に
分
け
て
申
告
し
ま
す
。

分
割
を
申
告
し
た
翌
年
に
残
り
の
分
を

ま
と
め
て
申
告
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
い
た
だ
い
て
い
な
い
期
間

が
あ
る
方
に
「
国
民
年
金
未
納
保
険
料
納
付
勧
奨
通
知

書
（
催
告
状
）」
が
送
ら
れ
ま
す
。
お
知
ら
せ
が
届
い

た
時
点
で
ま
だ
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
い
た
だ
い
て

い
な
い
場
合
は
、
お
手
元
の
納
付
書
に
よ
り
早
め
に
納

め
て
く
だ
さ
い
。

催
告
状
は
、
圧
着
は
が
き
形
式
に
な
っ
て
お
り
、
直

近
の
納
付
状
況
や
年
金
加
入
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
年
金
加
入
状
況
は
令
和
元
年
10
月
11
日
時

点
の
情
報
に
基
づ
き
発
行
し
て
い
ま
す
の
で
、
す
で
に

納
め
た
期
間
や
免
除
な
ど
が
承
認
さ
れ
た
期
間
が
未
納

と
表
示
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

申請・相談・問い合わせ
町民福祉課 町民生活グループ　☎26‒7871

（総合ケアセンターゆくり内）

日本年金機構苫小牧年金事務所　☎0144‒36‒6135

KOKUMIN NENKIN

令和元年度の国民年金保険料
月額16,410円 

納付は口座振替が便利です。
また、前納すると割引があり、お得です。
納付が難しい方は、免除申請ができます。

令和元年に分割して申告を行った場合（９カ月分）、翌年に残りの年分（15カ月分）をまとめて令和２年に
申告することはできません。令和元年、令和２年、令和３年の３年に分けての申告が必要です。

【例】口座振替で24カ月分（平成31年４月分～令和３年３月分）37万9,640円を前納した場合

申告年 申告対象期間 申告額

①令和元年 平成31年４月～令和元年12月〔９カ月分〕 37万9,640円×（９カ月／24カ月）＝14万2,365円

②令和２年 令和２年１月～令和２年12月
〔12カ月分〕 37万9,640円×（12カ月／24カ月）＝18万9,820円

③令和３年 令和３年１月～令和３年３月
〔３カ月分〕 37万9,640円－14万2,365円－18万9,820円＝4万7,455円
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